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【法人税の納付遅延と繰越欠損金の適用条件に関して】 

台湾財政部は 11 月 1 日に、営利事業の繰越欠損金の適用に関する通達（113 年 11 月 1 日台財稅字第

11304553700 号令）を公表しました。企業は欠損金の繰越を行うためには、青色申告または会計士による税務

監査の実施のいずれかにより、かつ法定納付期限に完納する必要がありました。しかし、この通達によって、今後、納

税が遅れても延滞税が生じない場合には、繰越欠損金の要件を備えるとみなされます。 

延滞税について、台湾における稅捐稽徵法第 20 条第 1 号に則り、法定納付期限の翌日から納付する日まで、

三日につき納税額の 1％を延滞税として納付する必要がありますが、遅延した期間が二日以内の場合には延滞税は

生じません。この場合、従来は欠損金の繰越が適用できませんでしたが、上記の通達で緩和されることとなります。 

 

【LLP にも中小企業の範囲を拡大】 

台湾経済部は 11 月 5 日に、「中小企業認定標準」の修正案を発表しました。修正案に基づき、出資額が 1 億

台湾ドル以下の有限責任事業組合（Limited Liability Partnership, LLP）も中小企業に含まれることになりま

す。 

 

【マレーシア国籍の入国者、自動化ゲートの利用が可能】 

台湾内政部は 11 月 7 日に、当日をもって、マレーシアの IC 旅券を所持する外国人を対象に、自動化ゲートの

正式利用が可能となっていることを発表しました。アメリカ、韓国、オーストラリア、イタリア、ドイツとシンガポールに次い

で、台湾と同システムを相互利用する国では、七か国目です。 

有効期間が六か月以上のマレーシア IC 旅券を所持し、12 歳以上、身⾧ 140 センチ以上かつ台湾において法に

違反した記録のない外国人が入国する前にオンライン登録し、出・入国する際に自動化ゲートの利用が可能になりま

す。 

 

【福岡県豊前市と覚書、九州進出支援機関を設置へ】 

台湾の経済団体「中華民国全国商業総会」（商総）と福岡県豊前市は 11 月 11 日に、台北にて台湾企業の

九州への進出を支援する機関「台湾ビジネスサービスセンター」を豊前市に設立する計画に関する協力覚書を交わし

ました。商総によると、サービスセンターでは、進出する台湾企業の日本拠点の設立や、税務・法務問題、銀行口座

の開設などを支援する予定ですが、具体的な設立時期や規模についてはまだ触れていません。 

 

 

 

 



 
     フェアコンサルティング グループ 

FCG 中華圏 ニュースレター 
北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳・台北・台中・香港 

 
www.faircongrp.com © 2024 Fair Consulting Group All rights reserved. 
JAPAN - Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka / CHINA - Shanghai, Suzhou, Shenzhen, Beijing, Guangzhou, Chengdu / HONG KONG - Hong Kong / VIETNAM - Hanoi, Ho Chi 

Minh / SINGAPORE - Singapore / INDIA - Gurgaon, Chennai, Bangalore / TAIWAN – Taipei, Taichung / INDONESIA - Jakarta / THAILAND - Bangkok / MALAYSIA - Kuala 

Lumpur / PHILIPPINES - Manila / MEXICO - Leon / AUSTRALIA - Melbourne / GERMANY - Munich, Düsseldorf / USA - New York, Los Angeles / ISRAEL – Tel Aviv / NEW 

ZEALAND - Auckland / NETHERLANDS - Amsterdam / UK - London 

【公的行政法人、地方税の免税を明らかに】 

台湾財政部は 11 月 15 日に、台湾における行政法人法に基づき、公権力に係る公共上の事務を執行する公

的行政法人の印紙税、土地税と房屋税の免税に関する通達（113 年 11 月 15 日台財稅字第

11300609900 号令）を発表しました。主な内容以下の通りです。 

公的行政法人が政府機関と同じように、印紙税が免除されることになりました。2025 年度において、所有している

土地と家屋は賃貸・営業活動をしていなければ、政府機関と同じように土地税と房屋税が免除されることになります。 

 

【暗号資産保管業務、2025 年試行】 

台湾金融監督管理委員会は 11 月 28 日に、暗号資産保管業務の試行に係る資料を公表しました。2025 年

１月 1 日から４月 30 日まで、金融機関が当委員会に申し込むことができます。 

当委員会は、今年、「中華民国暗号通貨商業同業公会」（中国語原文:中華民國虛擬通貨商業同業公

會）を立ち上げ、将来の暗号資産の保管に係る需要の増加に対応した、正式な暗号資産の保管に関する法律や

規則について、参考となる情報を発信しています。 

 

 

 

台中オフィス:台中市西區台灣大道2段285號4樓之2 
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